
  

 

○道路法施行規則（昭和二十七年建設省令第二十五号）様式第八（新） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第     号 

官職      

氏名      

 

道路法 

第７２条の２第３項の立入検査員証 

（第７２条の２第１項関係） 

 

道路管理者 印 

 

 

aaaaa年  月  日発  行 

aaaaa年  月  日限り有効 

道
路
法
（
抜
粋
） 

 

（
報
告
及
び
立
入
検
査
） 

第
七
十
二
条
の
二 

道
路
管
理
者
は
、
こ
の
法
律
（
次
項
に
規

定
す
る
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
法
律
若
し

く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
を

受
け
た
者
に
対
し
、
道
路
管
理
上
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又

は
そ
の
職
員
に
、
当
該
許
可
等
に
係
る
行
為
若
し
く
は
工
事

に
係
る
場
所
若
し
く
は
当
該
許
可
等
を
受
け
た
者
の
事
務

所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
当
該
許
可
等
に
係
る
行

為
若
し
く
は
工
事
の
状
況
若
し
く
は
工
作
物
、
帳
簿
、
書
類

そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の

身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た

と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限

は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は

な
ら
な
い
。 

第
百
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違

反
し
て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、

又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨

げ
た
者 

九センチメートル 

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

第     号 

官職      

氏名      

 

道路法 

第７２条の２第３項の立入検査員証 

（第７２条の２第１項関係） 

 

道路管理者 印 

 

 

aaaaa年  月  日発  行 

aaaaa年  月  日限り有効 

道
路
法
（
抜
粋
） 

 

（
報
告
及
び
立
入
検
査
） 

第
七
十
二
条
の
二 

道
路
管
理
者
は
、
こ
の
法
律
（
次
項
に
規

定
す
る
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
法
律
若
し

く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
を

受
け
た
者
に
対
し
、
道
路
管
理
上
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又

は
そ
の
職
員
に
、
当
該
許
可
等
に
係
る
行
為
若
し
く
は
工
事

に
係
る
場
所
若
し
く
は
当
該
許
可
等
を
受
け
た
者
の
事
務

所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
当
該
許
可
等
に
係
る
行

為
若
し
く
は
工
事
の
状
況
若
し
く
は
工
作
物
、
帳
簿
、
書
類

そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の

身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た

と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限

は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は

な
ら
な
い
。 

第
百
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違

反
し
て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、

又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨

げ
た
者 

九センチメートル 

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 



  

 

○車両の通行の許可の手続等を定める省令（昭和三十六年建設省令第二十八号）様式第三（新） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第     号 

官職      

氏名      

 

道路法 

第７２条の２第３項の立入検査員証 

（第７２条の２第１項関係） 

 

道路管理者 印 

 

 

aaaaa年  月  日発  行 

aaaaa年  月  日限り有効 

道
路
法
（
抜
粋
） 

 

（
報
告
及
び
立
入
検
査
） 

第
七
十
二
条
の
二 

道
路
管
理
者
は
、
こ
の
法
律
（
次
項
に
規

定
す
る
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
法
律
若
し

く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
を

受
け
た
者
に
対
し
、
道
路
管
理
上
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又

は
そ
の
職
員
に
、
当
該
許
可
等
に
係
る
行
為
若
し
く
は
工
事

に
係
る
場
所
若
し
く
は
当
該
許
可
等
を
受
け
た
者
の
事
務

所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
当
該
許
可
等
に
係
る
行

為
若
し
く
は
工
事
の
状
況
若
し
く
は
工
作
物
、
帳
簿
、
書
類

そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の

身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た

と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限

は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は

な
ら
な
い
。 

第
百
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違

反
し
て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、

又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨

げ
た
者 

九センチメートル 

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

第     号 

官職      

氏名      

 

道路法 

第７２条の２第３項の立入検査員証 

（第７２条の２第２項関係） 

 

道路管理者 印 

 

 

aaaaa年  月  日発  行 

aaaaa年  月  日限り有効 

道
路
法
（
抜
粋
） 

 

（
報
告
及
び
立
入
検
査
） 

第
七
十
二
条
の
二 

（
略
） 

２ 

道
路
管
理
者
は
、
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第

七
十
一
条
第
一
項
（
第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は

第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
係
る
場
合
に
限
る
。）
の
規
定

の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
限
度
超
過
車
両
を
所
有
し
、
若
し
く
は
通
行
さ
せ
る

者
に
対
し
、
道
路
管
理
上
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員

に
、
限
度
超
過
車
両
の
所
在
す
る
場
所
若
し
く
は
限
度
超
過
車
両

を
所
有
し
、
若
し
く
は
通
行
さ
せ
る
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業

場
に
立
ち
入
り
、
限
度
超
過
車
両
の
通
行
経
路
、
通
行
時
間
そ
の
他

の
通
行
の
方
法
の
記
録
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分

を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ

れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯

罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
百
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し

て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
こ
れ

ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨
げ
た
者 

九センチメートル 

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 



  

 

○車両の通行の許可の手続等を定める省令（昭和三十六年建設省令第二十八号）様式第三（旧） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

第     号 

官職      

氏名      

 

道路法 

第７２条の２第３項の立入検査員証 

（第７２条の２第１項関係） 

 

道路管理者 印 

 

 

aaaaa年  月  日発  行 

aaaaa年  月  日限り有効 

道
路
法
（
抜
粋
） 

 

（
報
告
及
び
立
入
検
査
） 

第
七
十
二
条
の
二 

道
路
管
理
者
は
、
こ
の
法
律
（
次
項
に
規

定
す
る
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
法
律
若
し

く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
を

受
け
た
者
に
対
し
、
道
路
管
理
上
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又

は
そ
の
職
員
に
、
当
該
許
可
等
に
係
る
行
為
若
し
く
は
工
事

に
係
る
場
所
若
し
く
は
当
該
許
可
等
を
受
け
た
者
の
事
務

所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
当
該
許
可
等
に
係
る
行

為
若
し
く
は
工
事
の
状
況
若
し
く
は
工
作
物
、
帳
簿
、
書
類

そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の

身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た

と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限

は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は

な
ら
な
い
。 

第
百
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違

反
し
て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、

又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨

げ
た
者 

九センチメートル 

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

第     号 

官職      

氏名      

 

道路法 

第７２条の２第２項の立入検査員証 

 

 

道路管理者 印 

 

 

aaaaa年  月  日発  行 

aaaaa年  月  日限り有効 

道
路
法
（
抜
粋
） 

 

（
報
告
及
び
立
入
検
査
） 

第
七
十
二
条
の
二 

道
路
管
理
者
は
、
第
四
十
七
条
第
二
項

及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
十
一
条
第
一
項
（
第
四
十
七
条

第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
四
十
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
係
る
場
合
に
限
る
。）
の
規
定
の
施
行
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
限
度
超
過
車
両
を
所
有
し
、
若
し
く
は
通
行
さ

せ
る
者
に
対
し
、
道
路
管
理
上
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又

は
そ
の
職
員
に
、
限
度
超
過
車
両
の
所
在
す
る
場
所
若
し

く
は
限
度
超
過
車
両
を
所
有
し
、
若
し
く
は
通
行
さ
せ
る

者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
限
度
超
過

車
両
の
通
行
経
路
、
通
行
時
間
そ
の
他
の
通
行
の
方
法
の

記
録
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の

身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ

た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜

査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な

い
。 

第
百
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

二 

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
報

告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項

の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨
げ
た
者 

九センチメートル 

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 


